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高齢者施設等における感染対策等について 
 
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」（令和５年３月 10 日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定）において、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継
続することとされています。 
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点を下記にお示ししますので、貴管

下の高齢者施設等への周知をお願いします。なお、「介護現場における感染対策の手引き」（参考１）については、今
後見直しを予定しています。 
 

記 
 
１．日頃からの感染対策 
（１）マスクの着用 
○ マスクの着用の考え方については、「マスク着用の考え方の見直し等（特に高齢者施設等における取扱い）につ
いて」（令和５年２月 15 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）においてお示ししたとおり、 
・ 行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ね
ることを基本とすること 
・ 政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示
し、一定の場合にマスクの着用を推奨することとされました。 
○ その上で、高齢者等重症化リスクが高い者が多く生活する高齢者施設等への訪問時にはマスクを着用することが
推奨されるとともに、高齢者施設等の従事者については、勤務中（※）のマスクの着用を推奨することとされていま
す。 
※ 勤務中であっても、従業員にマスクの着用が必要ないと考えられる具体的な場面については、各高齢者施設等の
管理者等が適宜判断いただくようお願いします。例えば、周囲に人がいない場面や、利用者と接しない場面であっ
て会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めない、といった判断が想定されます。 
（２）換気（エアロゾル対策） 
○ これまでも、「高齢者施設等における感染対策の徹底について（その２）」（令和４年 12 月６日付け厚生労働省老
健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）等でもお示ししてきたところですが、以下の資料や動画を参考に、各施設等
の実情に応じて換気による感染対策を実施いただくようお願いします。・ 高齢者施設等における効果的な換気対策
の考え方等についての提言：「感染拡大防止のための効果的な換気について」（令和４年７月 14 日新型コロナウイ
ルス感染症対策分科会）（参考２）・ 当該提言を踏まえて効果的な換気のポイントをまとめた動画：「【新型コロナ】
効果的な換気のポイント」（参考３） 
（３）面会 
○ 高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏
まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。 
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」（令和５年１月 27 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定）において、感染症法上の位置づけの変更後の対応として、「医療機関や高
齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。」 
とされており、高齢者施設等における面会については、引き続き、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が
心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を
検討いただくようお願いします。 
○ 面会の実施にあたっては、以下の資料を御参照ください。 
・ 「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」（令和３年 11 月 24 日付厚生労働省健
康局結核感染症課ほか連名事務連絡）（参考４） 
・ 面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレット（高齢者施設等の職員の
皆様向け）（参考５） 
○ なお、介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族
との交流等の機会を確保するよう努めなければならない」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に
努めていただく必要があります。また、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解してい 
ただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけていただくようお願いします。 
２．感染者が発生した際の感染対策 
○ 新型コロナの感染者や感染の疑いがある利用者のケア等にあたる場合には「施設内療養時の対応の手引き」（参
考６）を参考に対応していただくようお願いします。なお、個人防護具の選択については、以下を参考としていただ



くようお願いします。 
・サージカルマスク：常に着用 
・ゴーグル・フェイスシールド：飛沫曝露のリスクがある場合に装着 
・手袋とガウン：患者および患者周囲の汚染箇所に直接接触する可能性がある場合に装着 
・N95 マスク：エアロゾル産生手技を実施する場合や激しい咳のある患者や大きな声を出す患者に対応する場合に
装着 
○ 新型コロナ患者についても、看取りの場合を含め、可能な範囲で、面会者に個人防護具の着用を指導した上での
対面面会、もしくは、窓越し・オンラインでの面会等の対応をご検討いただくようお願いします。 
○ 入所者が新型コロナにより亡くなられた場合や、その疑いがある場合については、「「新型コロナウイルス感染症
により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について
（周知）」（令和５年３月３日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）（参考７）を参考に対応いた 
だくようお願いします。 
 
 
社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」（令和３年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結
核感染症課ほか連名事務連絡）より抜粋 
 
（面会） 
○ 面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地
域における発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を検討すること。 
○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者の
体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断 
すること。 
○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合
は、対面での面会の実施を検討すること。 
○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意し、ワ
クチンを接種していない入所者や面会者も交流が図れるよう検討すること。 
○ 対面での面会を制限せざるを得ない場合には、「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」（令
和２年５月 15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）、「障害者支援施設等におけるオ
ンラインでの面会の実施について」（令和２年５月 22 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務
連絡）等も参考に、引き続きオンラインでの実施を検討すること。 
○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合であっ
ても、以下に記載の感染防止対策を行った上で実施すべきであること。 
○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族等に対して丁寧に説明し、理解を得
られるように努めること。 
○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL を考慮して、対応を検討すること。 
（面会を実施する場合の感染防止対策） 
○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。 
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調
不良を訴える場合には面会を断ること。 
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよ
う記録しておくこと。また、面会者が面会後、一定期間（少なくとも２日）以内に、発症もしくは感染していたこと 
が明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。 
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。 
・ 濃厚接触者でないこと  ・ 同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 
・ 過去２週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと 
・ 過去２週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 
・ 過去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。 
・ 人数を必要最小限とすること。 
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。 
○ 一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。 
○ 面会時には、換気を十分に行うこと。 
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。 
○ 面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。 
○ 面会後は、使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。 
○ ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検査結果が陰性でも感染している可能性
を否定しているものではないことを踏まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、 
マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き徹底するとともに、各施設においては、
引き続きクラスターの発生に対する警戒を怠らないこと。 
（外出） 
○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限すべきではなく、「三つの密」の回避、人
と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、 
鼻、口を触らないように留意すること。 
○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、入所者、家族の QOL を考慮して、対応を検討すること。
なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹底すること。 


